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特約付き金銭信託（合同運用型）「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」約款 

 

第１条（信託目的・証券類の受入れ等） 

(１) 委託者は、別途提出する「特約付き金銭信託（合同運用型）「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」申込
書」（以下「申込書」といいます。）に基づき、当該申込書指定の者に、当該申込書指定の金額・

取得割合・期間にて信託財産（「信託財産」とは、信託金およびその運用により取得した財産をい

います。以下同じ。）の中から金銭を交付し、かつ、この申込書記載の金銭を受益者のために利殖

する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。 

(２) 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。 
 

第２条（受益者、信託契約の分割等） 

(１) この信託においては、委託者は、信託契約日（信託設定日）に受益権を取得します（以下委託者
である受益者を「第１受益者」といいます。）。第１受益者は、受益権を放棄することはできませ

ん。なお、第１受益者は、申込書等（第８項の「当行所定の書面」等の信託契約締結後に申込書

の内容を変更する書面を含みます。以下同じ。）指定の金額および当該金額から生ずる収益金につ

き、申込書等の指定に基づき、信託財産の中から金銭で交付を受けることができます。また、第

１受益者が死亡した場合は、第１受益者の保有する受益権は消滅します。 

(２) 申込書等に指定された「一時金」の受取人（以下「一時金受取人」といいます。）は、第１受益者
が死亡したときに受益権を取得します。一時金受取人は、申込書等指定の金額および当該金額か

ら生ずる収益金につき、申込書等の指定に基づき、信託財産の中から金銭（一時金）で交付を受

けることができます。 

(３) 申込書等に指定された「定時定額金」の受取人（以下「定時定額受取人」といいます。）は、第１
受益者が死亡したときに受益権を取得します。定時定額受取人は、申込書等指定の金額および当

該金額から生ずる収益金につき、申込書等の指定に基づき、信託財産の中から金銭（定時定額）

で交付を受けることができます。 

(４) 一時金受取人および定時定額受取人を総称して「第２受益者」といいます。 
(５) 第２受益者が受益権を取得後に死亡した場合は、当該第２受益者にかかる分割後の信託は終了し

ます。当該終了した信託の受益権は、当該第２受益者の相続財産を構成します。なお、第２受益

者が、第１受益者の死亡以前に死亡している場合には、第２受益者は受益権を取得しません。 

(６) 委託者は、第２受益者を指定することができます。第２受益者は、複数指定することができます。
第２受益者が指定されている場合、申込書等指定の金額、取得割合にて（ただし、金額換算で円

未満の端数が生じた場合は、申込書等記載の取得順位の高い者に端数の合計金額を帰属させて再

計算した取得金額にて）、その人数と同じ個数の信託契約に信託契約が分割され、各第２受益者は、

それぞれ分割された信託契約に基づく信託の受益権を取得するものとします。 

(７) 委託者は、前項の指定に当たっては、委託者の推定相続人（この信託契約締結時点で委託者の相
続が開始した場合に相続人となる者をいいます。）から指定するものとします。 

(８) 委託者は、当行所定の書面により、委託者の推定相続人の中から、第２受益者を変更（追加、取
消しを含みます。）することができます。 

なお、委託者が遺言によって第２受益者を変更した場合、委託者、委託者の相続人その他利害関

係を有する者が当該変更内容を証拠添付のうえで、当行に書面で通知しない限り、当行は、第２

受益者の変更がなされていないものと取り扱うことができ、当該取扱いにより既に行った第２受

益者に対する信託財産の交付は有効とみなされるものとし、当行は、当該取扱いにより生じた委

託者および委託者の相続人その他の第三者の損害について責任を負わないものとします。また、
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前項および本項に基づく第２受益者の指定内容について当行は検証を行わず、当該指定内容が本

規定に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされ、当行は、

当該取扱いにより生じた委託者および委託者の相続人その他の第三者の損害について責任を負わ

ないものとします。 

(９) 当行は、第１受益者が死亡した事実を知った後、遅滞なく、第２受益者（複数指定されている場
合にはその全員）に対し、委託者の届け出た第２受益者の住所に、この信託の受益権を取得した

事実を通知するとともに、当行が通知を発送した日から３ヶ月以内に当行宛て受益の承認または

受益権を放棄すべき旨を催告するものとします。第２受益者は受益を承認する場合は、受益の意

思表示を当行所定の書面によって行うとともに、当該書面において信託財産の受取方法等につい

て当行所定の手続きを行うものとします。第２受益者による当該受益の意思表示が当行に到達し

た場合、第２受益者は、以後受益権を放棄することはできないものとします。当行は、第２受益

者による受益の意思表示および信託財産の受取方法等の指定が当行所定の書面により行われない

間、第２受益者に対する信託金等の交付を行わないことができ、当行は、当該信託金等の交付に

つき遅滞責任を負いません。また、本項第１文に定める通知を発送した日から３ヶ月以内にいず

れの意思表示もなされない場合は、受益の意思表示があったものとみなします。 

(１０) 第２受益者が受益権を放棄する場合には、受益権放棄の意思表示を当行所定の書面によって行う
こととし、当該意思表示が当行に到達した場合には、当該第２受益者は当初から受益権を取得し

なかったものとみなして、当該第２受益者にかかる信託は第１受益者の死亡したときに終了した

ものとみなします。当該終了した信託の受益権は、第１受益者の相続財産を構成します。 

(１１) 第１受益者の死亡以前に第２受益者の一部が死亡していた場合、委託者が当該第２受益者に取得
させるものとして申込書等にて指定した金額または割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、

第１受益者の死亡したときに終了し、当該終了した信託の受益権は、第１受益者の相続財産を構

成します。 

 

第３条（信託期間） 

信託契約の期間は、申込書等記載の期間（信託契約日に始まり、信託財産交付日の前日（以下｢信託期

間満了日｣といいます。）までとします。）とします。この信託契約の期間を変更することはできません。

ただし、当行が第２条第９項に規定する通知を発送した日から３ヶ月以内に信託期間満了日が到来する

場合には、本信託の信託期間は、当該通知の発送日の３ヶ月後の応答日まで延長されるものとします。 

 

第４条（運用） 

（１）当行は、信託財産を指定金銭信託受益権、国債・地方債、預金（当行預金を含みます。）、および

これらに類似する性質を有する資産、その他当行が適切と判断する資産にて運用し、安定した収

益の確保を基本方針とします。 

（２）当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生じることが

ないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則（以下「兼営法施行規則」と

します。）第２３条第３項第２号二に定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行う

ことができるものとします。 

①信託受益権：信託の受託者を当行とする信託契約の締結 

②預金：当行を預け先とする預金、銀行勘定貸 

（この場合当行の店頭に表示（掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。）する利率を基に、

個別に付利するものとします。） 

（３）当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定

める場合に該当するときは、為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引を、当行の固

有勘定（第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人
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となって取引を行う場合を含みます。）、当行の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律（以下「兼営法」とします。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に

定める「利害関係人」をいい、同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含みます。）、第

８条第１項に定める委託先または他の信託の信託財産との間で行うことができるものとします。 

（４）当行は、信託財産を担保に供して借入をすることができます。この借入金は信託財産に属します。 

 

第５条（競合行為） 

(１) 当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その
他の行為（以下｢競合行為｣とします。）について、当行の固有勘定または当行の利害関係人の計算

で行うことができるものとします。 

(２) 当行は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。 
(３) 第１項の定めにかかわらず、当行は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わない

ものとします。 

 

第６条（合同運用） 

(１) 当行は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。 
(２) 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下｢合同運用財産｣とします。）について生じた損益は、

第１７条および第１８条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。 

(３) 合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託計算規則第４条第３項に
定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。 

 

第７条（信託の登記・登録の留保等） 

(１) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ
ととします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

(２) 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、当行は速やかに
登記または登録をするものとします。 

(３) 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものと

します。 

ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあり

ます。 

(４) 動産（金銭を除く）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら
かにする方法により分別して管理することがあります。 

 

第８条（信託業務の委託） 

(１) 当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（当行の利害関
係人を含みます。）に委託することがあります。 

① 信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務 

金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およ

びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者 

② 信託財産に属する有価証券の運用に係る業務 

金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を受けている者および外国の法令に準拠して

外国において有価証券の運用を業として営む者 

③ 信託財産に属する債権および債権の担保物の管理および回収ならびにこれに付随する業務 

法務大臣の許可を受けた債権回収会社 
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(２) 当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から次に掲げる基準の全てに
適合する者を委託先として選定します。 

① 委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。 

② 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められるこ

と。 

③ 委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する

等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されているこ

と。 

(３) 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、第１項に掲げる者が前
項に定める基準の全てに適合する者であるかを確認するものとします。 

(４) 当行は、第１項に定める当行の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、市場水準等に照
らし公正と認められる条件により行うことができます。 

(５) 前４項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者（当行の利害関係人を含みま
す。）に委託することができるものとします。 

① 信託財産の保存にかかる業務 

② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

③ 当行（当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます。）のみの指図により委託先が行う業務 

④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

第９条（元本補填・予定配当率・利益補足） 

(１) 当行は、有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等
により信託金の元本に万一欠損が生じた場合、信託終了のときに完全にこれを補填いたします。 

当行が補填する欠損は、信託法第１３条に定める一般に公正妥当と認められる会計の慣行および

第１８条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当行に預金保険法に

定める保険事故等が発生した場合、当行に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除しま

す。 

(２）当行は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当行店頭に

表示することにより受益者に示します。 

(３）当行は、利益の補足を行いません。したがって、受益者に示した前項の予定配当率は、これを保

証するものではありません。 

 

第１０条（信託分割等） 

当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計

算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権の受益者に対する元本補填の履行、および保険事

故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資

する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託を分割できるものとし、当該分割は当行の定める

時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、

インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に

公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故

等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者

の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。 

 

第１１条（租税・事務処理費用） 

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。 
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第１２条（信託の終了） 

(１) この信託契約は、この信託契約各条に定める場合を除き、信託期間満了日より前に解約できませ
ん。ただし、やむを得ないご事情のため受益者から全部の解約のお申出があり、当行でこれを認

めたときは全部の解約に応ずることがあります。 

(２) 当行は、次のいずれかに該当するときは、委託者（ただし、委託者の死亡後においては、この限
りではありません。）および受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託

を終了することができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者また

は受益者に生じた損害について当行は責任を負いません。 

① 当行が第２条第９項に規定する通知を発送した日から３ヶ月以内に、第二受益者が当行に対して

受益を承認する旨または受益権を放棄する旨の意思表示を行わない場合 

② 税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により信託目的

の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと当行が認めたとき 

 

第１３条（信託の終了事由） 

この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。ただし、第２条第６項の定めに従い分割された

後、分割後の契約のいずれかに関して、本条第３号から第９号および第１１号までのいずれかに定める

信託終了事由が発生した場合、当該分割された契約に基づく信託のみが終了し、他の分割された契約に

は本条の効果は及ばないものとします。 

① 第３条に定める信託期間の満了 

② 前条第１項ただし書きに定める全部の解約 

③ 前条第２項の規定により当行が委託者および受益者に発送する本信託の終了通知に信託終了日

として記載され特定される日が経過したとき 

④ 第２３条第３項に定める解約 

⑤ 第１４条第１項に定める解約 

⑥ 受益者への信託財産の交付の完了により当該信託にかかる信託財産がなくなった場合 

⑦ 第２受益者が受益権を取得後に死亡した場合 

⑧ 第２受益者が受益権を取得後に受益権を放棄した場合 

⑨ 第１受益者の死亡以前に全部または一部の第２受益者が既に死亡している場合における当該第

１受益者の死亡 

⑩ 遺留分減殺請求または遺留分侵害額請求に基づき信託財産の全部または一部が第２受益者以外

の遺留分権利者に帰属することが、確定判決等により当行に判明したとき 

⑪ 第１０条に基づき終了するとき 

 

第１４条（反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除） 

(１) 当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通
知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。 

① 委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人（信託法に基づく受益者代理人を含みます。以下

本条において同じ。）、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいず

れか（総称して、「暴力団員等」といいます。）に該当すると認められる場合 

Ａ．暴力団 

Ｂ．暴力団員 

Ｃ．暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

Ｄ．暴力団準構成員 

Ｅ．暴力団関係企業 
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Ｆ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｇ．その他前各号に準ずる者 

③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託

契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合 

Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること 

Ｅ．役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること 

④ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託

契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 

Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

⑤ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引

に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

 

(２) 第２２条に基づく受益者の指定または変更もしくは第２４条に基づく受益権の譲渡、質入に際し、
第１項第２号または第３号のいずれかに該当する者、もしくは第１項第４号のいずれかに該当す

る行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法、または第１項第５号に

該当する方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の譲渡または質入を行ってはならない

ものとします。 

(３) 本条各項の規定の適用により、委託者、受益者、信託財産および委託者または受益者の相続人そ
の他の第三者に損害が生じた場合にも、当行は責任を負わないものとします。また、当行に損害

が生じたときは、委託者および受益者がその責任を負います。 

 

第１５条（収益金の計算日・計算期間） 

(１) 本信託において、毎年３月２５日、第２条第６項の規定により本信託が分割される日の前日（以
下「信託分割基準日」といいます。）ならびに信託終了日（第１３条各号に掲げる事由に該当した

ことにより本信託が終了する日を意味します。以下同じ。）を計算期日とし、第１７条および第１

８条に定める方法により受益者の収益金を計算します。ただし、第１３条第１号および第６号に

該当しない終了の場合には、信託終了日を計算期日とせず、信託金の支払いに応じた日の前日を

計算期日とします。 

(２) 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、
最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。 

 

第１６条（信託報酬） 

(１) 信託契約時に、当行所定の方法により信託金の元本に管理報酬率を乗じて計算される額を委託者
より管理報酬としていただきます。 

(２) 信託期間中に、当行所定の方法により信託金の元本に運用報酬率を乗じて計算される額を運用報
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酬としていただきます。運用報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各

受益者ごとに計算される予定配当額（当行が前回計算期日の翌日（ただし、前回計算期日の翌日

以降受入れた信託金については、その受入日）に示した各受益者ごとの予定配当率と当該計算期

間中の信託金の元本の残高に基づき当行所定の方法により計算される額。以下同じ。）の合計額と

が同額となるよう決定されます。 

(３) 管理報酬率ならびに運用報酬率は、年８．０パーセントを上限、年０．００１パーセントを下限
とします。 

 

第１７条（利益処分・収益金分配等） 

(１) 計算期日に合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次の順序により処理します。 
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本につき、前条第２項および第３項に定める運用

報酬率により計算される運用報酬（ただし、円未満の端数は切り捨てます。）と第１１条に定め

るその他の諸経費を当該計算期日に控除します。 

② 合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。 

③ 当該計算期日における合同運用財産の債権等の残高に当行所定の方法により当行が決定する率

以内の割合で当行が決定する率を乗じて求められる金額を、債権等の貸倒れに備える目的で債

権償却準備金に繰り入れます。なお、債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻し入れま

す。 

④ 前各号の処理をした後の残額（以下｢総収益額｣とします。）は合同運用財産に属するそれぞれの

信託金の各受益者に対する収益金として分配します。分配に当たっては、（i）計算期日が毎年

３月２５日または信託分割基準日である場合については、当該計算期日の翌日に、合同運用財

産に属するそれぞれの信託財産にかかる信託の元本に組み入れるものとし、（ii）計算期日が毎

年３月２５日、および信託分割基準日以外である場合については、当該計算期日の翌日以降に、

受益者が指定した方法により金銭で支払います。なお、収益金の支払日が当該計算期日の翌々

日以降となった場合は、その収益金については付利しません。 

(２) 第１５条の収益金の計算に当っては、まず合同運用財産についての総収益額を確定し、その総収
益額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します。 

 

第１８条（信託財産の交付） 

(１) 第１３条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、当行は、受益者に対し、信託終了
日の翌日以降において、第１７条の規定により支払われる収益金とともに合同運用財産の中から

元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います（なお、本条の規定により収益金およ

び元本金額が支払われる日（当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日

とします。）を「信託財産交付日」といいます。）。また、終了事由によっては、信託契約日から信

託金の支払いに応じた日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度として、解約手数料を差

し引きます。 

(２) 受益者は、第１項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、当行の求めに応じ、
当行所定の書面に届出の印章により署名押印して提出するものとします。なお、第１３条第３号

および第５号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、当行は、相当の期間をおき、必要

な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、当行は、本信託の終了に係る手続

に際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者その他の権

利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本

信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負い

ません。 

(３) 前各項の規定にかかわらず、第１３条第７号に掲げる事由により本信託が終了した場合における
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受益権は、各第２受益者の相続財産を構成するものとして取り扱われ、当該第２受益者の相続人

（受遺者等の承継者を含みます。）が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。 

(４) 前各項の規定にかかわらず、第１３条第８号および９号に掲げる事由により本信託が終了した場
合における受益権は、第１受益者の相続財産を構成するものとして取り扱われ、当該第１受益者

の相続人（受遺者等の承継者を含みます。）が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支

払います。 

(５) 前各項の規定にかかわらず、第１３条第１０号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、
遺留分権利者の指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払った上で、信託財産に残余

がある場合、第１項および第２項の規定に従って受益者に支払うものとします。 

 

第１９条（受益者への報告事項） 

(１) 当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に掲げる方法により受益者に報告し、
または閲覧に供します。 

① 第１７条第１項第４号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面については、受

益者への交付 

② 信託終了時の最終計算を記載した書面については、受益者または受益者の相続人への交付 

③ 兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書および

信託計算規則第４条第３項に定める財産状況開示資料については、当行店頭での書面の備置き、

閲覧（なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。） 

④ 兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に従い信託財産と当行の固有勘定、当

行の利害関係人、第８条第１項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書

面および信託法第３１条第１項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面につい

ては、当行店頭での書類の備置き、閲覧（なお、受益者から照会があった場合には当行はすみや

かに回答するものとします。） 

(２) 当行は、前項第３号の備置きにより、信託法第３７条第３項の報告に代えるものとします。 
(３) 当行は、第１項第４号の備置きにより、信託法第３１条第３項の通知に代えるものとします。 
(４) 受益者は、信託計算規則第４条第３項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情

報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除

き、信託法第３８条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 

(５) 委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失につい
て通知する義務を負わないものとします。 

(６) 当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。た
だし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違

反するものについてはこの限りではありません。 

 

第２０条（善管注意義務） 

(１) 当行は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原
因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。 

(２) 当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに
かかる措置については、信託財産に対し金銭による填補の方法により行うものとします。 

(３) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、現状回復が適当であ
ると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える現状回復の方

法により行うものとします。ただし、現状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りで

はありません。 
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第２１条（権利の消滅） 

受益者が信託終了日の後１０年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該

信託財産は当行に帰属します。 

 

第２２条（受益者・受託者の変更等） 

(１) 委託者は、当行の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。 
(２) 受益者は、信託法第５８条第４項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないも

のとします。 

(３) 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとしま
す。 

(４) この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。 
 

第２３条（信託約款の変更） 

(１) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更でき

ます。 

(２) 当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更につ
いて異議のある委託者または受益者は一定期間（１ヵ月以上とします）にその異議を述べるべき

旨を公告します。 

(３) 当行は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾し
たものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第１２条第１項の規定にか

かわらず、信託契約を解約することができます（受益者が当行に対し受益権の買取請求を行った

場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。）。 

(４) 第２項の公告は、電子公告により行うものとします。やむを得ない事由により、電子公告による
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします。 

(５) この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。 
 

第２４条（譲渡・質入） 

(１) この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。 
(２) 当行が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により

行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件としま

す。 

 

第２５条（受益権証書） 

当行は、受益権を証するための受益権証書および信託法第１８５条第１項に定める受益証券を発行しま

せん。 

 

第２６条（印鑑届出・印鑑照合） 

(１) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者のご印鑑は、申込時に押
印した印鑑もしくは指定預金口座の届出印鑑とします。 

(２) 当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相
当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合には、それらの書類につき偽造、

変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

第２７条（届出事項の変更等） 
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(１) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には委託者、受益者またはその相続人は直ちに取扱店にお
申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当行は

責任を負いません。 

① 印章の喪失 

② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更 

③ 委託者、受益者、一時金受取人、定時定額受取人、これらの者の代理人（信託法にもとづく受

益者代理人を含みます。）、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約関係者の死亡ま

たはその行為能力の変動、住所の変更、その他の異動 

(２) 前項第３号に定める行為能力の変動とは、次の各号の場合をいいます。 
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または既にその審判を受けて

いる場合 

② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、または既に選任されている場

合 

③ 前各号の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合 

(３) 第１項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

 

第２８条（通知のみなし到達） 

(１) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは
到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

(２) 前項の規定は、当行が委託者、その相続人または受益者の住所を知ることができず、通知または
送付書類を発送できない場合にも適用します。 

 

第２９条（受益債権の相殺等） 

(１) 当行は、信託財産交付日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにした
がい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権（この信託の信託財産に

属さない債権を含みます。以下同じ。）とを相殺することができます。また、相殺によらず、この

信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等に

ついては別に約定した定めにしたがいます。 

(２) 受益者は、信託財産交付日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場
合には、当行に対する借入金等の債務（元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます。以

下同じ。）と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務と

を相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、もし

くは第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質権等の担

保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする当行に

対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行が相殺対象となった受

益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務と

の相殺を行いません。 

(３) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、当行所定の書面を提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある

場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、受益者の保

証債務から相殺されるものとします。 

② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異
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議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

(４) 第２項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算に
ついては、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによる

ものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、

借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要としま

す。 

(５) 第２項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め
があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の

承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

 

第３０条（第２受益者または当行に遺留分減殺請求等がなされた場合） 

(１） この信託の第２受益者に対する受益権の付与につき当行に対し遺留分減殺請求または遺留分侵害

額請求（以下、あわせて「遺留分減殺請求等」といいます。）がなされた場合、または、この信託

の第２受益者に対し遺留分減殺請求等がなされたことが当行に通知された場合、当行は、当該遺

留分減殺請求等に基づき信託財産の全部または一部が第２受益者以外の遺留分権利者に帰属する

ことおよび信託財産のうち当該権利者に帰属すべき具体的な金額（以下｢遺留分相当額｣といいま

す。）が明示されている確定判決、和解調書、調停調書または受益者と遺留分権利者間の合意書等

（以下｢確定判決等｣といいます。）が当行に提示されるまで、第２受益者に対する信託財産の交付

を行わないことができます。 

(２） 遺留分減殺請求等に基づき信託財産の全部または一部が第２受益者以外の遺留分権利者に帰属す

ることおよびその具体的な遺留分相当額が明示されている確定判決等を添付のうえ、当行所定の

書面により遺留分権利者から遺留分相当額の支払請求があり、当行がこれを承認したときは、遺

留分権利者に遺留分相当額の金銭を一括して支払うものとします。 

 

第３１条（準拠法・管轄裁判所） 

(１) この信託契約の成立および効力、ならびにこの信託契約に関して発生する問題の解釈および履行
等については、日本国の法律に準拠するものとします。 

(２) この信託契約に関連する一切の紛争については、広島地方裁判所をもって、第一審の専属的合意
管轄裁判所とします。 

 

第３２条（引用条文等の変更） 

法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法

条が適用されるものとします。 

 

第３３条（分割後の信託契約の効力等） 

分割後の信託契約についても同様に、この信託約款が適用されるものとします。 

 

第３４条(マネー･ローンダリング等に係る取引の制限) 

(１) 当行は、委託者、受益者、一時金受取人、定時定額受取人の情報および具体的な取引の内容等を
適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託

者、受益者、一時金受取人、定時定額受取人から正当な理由なく指定した期限までに回答いただ

けない場合には、この信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制

限する場合があります。 

(２) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者、受益者、一時金受取人、定時定額受取人の
回答、具体的な取引の内容、委託者、受益者、一時金受取人、定時定額受取人の説明内容および
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その他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関

係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託の全部または一部の解約等のこ

の信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

(３) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者、受益者、一時金受取人、定時定額受取
人からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令

等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除し

ます。 

 

 

― 情報端末による信託契約の申込等に関する特約条項 ― 

この特約は、当行の定める情報端末を利用してこの信託契約のお申込手続を行う場合に、委託者から申

出があり、かつ当行がこれを承諾したときに、主たる約款・規定に付加して適用します。 

この場合、委託者は申込書への記載および提出にかえて、当行所定の情報端末に表示された申込画面に

必要な事項を入力、または確認し、電子サインを行うことにより申込をすることができるものとします。 

なおその際、印鑑の徴求は行いません。この場合にはこの信託約款に関する約款・規定中の「申込書」

は「情報端末の申込画面」、「署名」「押印」は「電子サイン」とそれぞれ読み替えるものとし、その他

電子サインにより署名・押印を省略することと矛盾する規定は適用されないものとします。 

また、委託者より電子サインをいただいての取扱いの場合、そのために生じた損害については、当行は

その責任を負いません。 

以上 

 


